
重点対策地域の自治会・町内会への初期消火器具設置の御説明について（依頼） 
 
１ 趣旨 

  消防局では、令和７年３月に改訂された「横浜市地震防災戦略」に基づき令和 11 年までに重点対

策地域の自治会・町内会に初期消火器具の設置 100％を目標に推進しています。 
  西区内の重点対策地域の自治会・町内会の初期消火器具設置状況は、39 自治会町内会中 22 件が

設置されており、設置率は 56％となっています。 
  西消防署では令和８年度も引き続き、初期消火器具未設置の自治会町内会への設置勧奨を強力に

推進していくこととしています。 
そこで、次年度の予算や計画の策定の時期に合わせ、事前に地区連合定例会、単位町内会へ出向

き御説明、御相談を実施させていただくものです。 
 
２ 依頼内容 

(1) 区連会後、２月の第２地区連合町内会自治会、第３地区町内会自治会協議会、第４地区自治会

連合会の役員会へ担当職員が出向し説明を実施します。 
(2) 定例会等に担当職員がご説明に伺うとともに、設置に向けた課題解決へご支援をいたします。 
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